
 

  

１人でも多くの 
市民の命を 
守るため︕ 

豊田市消防本部 
 

まちかど救急ステーション 検索 

まちかど救急ステーションが役割を果たす場面 

                              
  不慮の事故や急病によって呼吸・脈が停止する重篤な状態になった場合、すぐに心肺蘇生法を行わな

ければ、救命する可能性は急激に減少します。 
例えば、心臓が停止した場合、３〜４分そのままの状態が続けば脳の回復は困難になります。 
また、心室細動等で除細動が必要な場合、ＡＥＤを使用し、即座に除細動を行うことで、社会復帰率が

格段に上昇します。 
つまり、救急車が到着するまでの間に、そばに居合わせた人が心肺蘇生を行い、ＡＥＤを使用すること

が多くの人の命を救うことにつながるのです。 
（※令和５年中の豊田市の救急要請から現場到着までの平均時間は、８.９分です。） 

あなたの事業所も 

まちかど救急ステーション 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まちかど救急ステーション標章交付制度
では、ＡＥＤが設置され、普通救命講習等の
受講者がいる事業所等を対象に「まちかど
救急ステーション」として認定します。 
・市民が不慮の事故や急病によって呼吸・脈
が停止する重篤な状態になった場合、救急
車が到着するまでに、すぐ近くの「まちかど
救急ステーション」のＡＥＤを使い、除細
動、心肺蘇生を行うことで、1 人でも多くの
市民の命を守ることができる環境整備を推
進していきます。 

 

・「まちかど救急ステーション標章交付申請
書」に必要事項を記入いただき、豊田市消防
本部警防救急課へご提出ください。 
（郵送、メール、FAX、持参、どれでも可） 
・登録要件に該当していることを確認後、
「まちかど救急ステーション標章交付証」
と「標章」を交付させていただきます。 
※申請書は、 
豊田市ホームページからダウンロードでき
ます（警防救急課ページ内にあります。）。 
※令和６年４月１日現在の登録事業所は、
５６４件です（２４時間対応は５８件。）。 

・令和４年１月、スーパーの駐車場で４０代
の女性がぐったりしている状態を買い物客
に発見されました。 
・令和５年３月、工場内で６０代の男性が突
然倒れ、心肺停止状態になりました。 
・２件とも、近くにいた人が即座に胸骨圧迫
を開始するとともに、設置されているＡＥ
Ｄを使用し、除細動１回を実施しました。 
・救急隊が到着した時には、自己心拍と呼吸
が再開しており、傷病者の方は現在、後遺症
もなく生活されています。 

・ＡＥＤを常時設置するとともに、適切な維

持管理をすること。 

・営業時間又は公開時間中に、速やかにＡＥ

Ｄを提供できること。 

・従業員に、救命入門コース、普通救命講習

又は上級救命講習の受講者がいること。 

なお、当該救命講習受講者に対して、再講習

を受講するように努めること。 
 

 

市民の方の命を救うため、積極的な申請をお待ちしております︕ 
ご不明な点があれば、下記までご連絡ください。 

豊田市消防本部 警防救急課  電話 ０５６５－３５－９７０１ 

 


